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新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業延長に伴う 

給食費の減額調整について（通知）  

  

平素は，本校教育にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。  

さて，本市において，当面，５月１７日（日）まで臨時休業期間としており

ましたが，緊急事態宣言が延長され，京都府知事からの休止要請も５月３１日

（日）まで延長されたことに伴い，５月３１日（日）まで臨時休業期間を延長

することになりました。 

臨時休業延長に伴い，中止した給食回数分の給食費を下記のとおり減額して

集金いたします。  

  

記 

  

１ 給食費のしくみ及び集金額の算出方法について 

給食費は毎月ご負担いただく金額を平準化するため，年額を１１ヶ月（給食

実施月数）で均して集金させていただいております（月額４，７００円）。 

４・５月分の給食費につきましては，月額４，７００円から各月に中止した

回数分の金額（１食単価２６２円×中止回数）を減額して集金し，年間の集金

額が実施予定の年間給食回数分となるように調整いたします。 

そのため，４月の給食は実施しなかったものの，給食費を減額して集金する

ことになりますが，年間を通しては，給食回数の多い月と少ない月があります

ので（例：4 月は 12 回，6 月は 22 回），過剰に４月分の給食費をお預かりし

ているということではありません。 

また，給食費はすべて食材購入に充てており，４月には今後使用予定の調味

料や保存可能な食材を購入しているため，４月分としてお預かりした給食費は，

その支払いに充てております。 

なお，すでに学校において購入済みのものも含め，給食中止により提供でき

なかった給食の食材費は京都市が負担することになっていますので，中止にな

った給食の食材費をご負担いただくことはありません。 

 

＊集金額については裏面に記載。 

 



２ 集金額について  

（１）給食中止期間   

【４月】４月１４日（火）～４月３０日（木）（１２日分） 

【５月】５月 １日（金）～５月２９日（金）（１８日分） 

 

（２）給食費減額調整額    

１食単価＠２６２円×給食中止回数 

   【４月】２６２円 × １２回 ＝ ３，１４４円 

     【５月】２６２円 × １８回 ＝ ４，７１６円  

 

（３）集金額 

【４月】１，５４０円 ＝ ４，７００円 － ３，１４４円 －１６円(＊) 

   【５月】     ０円 ＝ ４，７００円 － ４，７００円     

   

       ※５月の減額調整額が月額を１６円上回るため，先日お知らせ済みの 

４月の集金額（１，５５６円）からさらに１６円を減額いたします。 

 

（４）口座引落日 

 【４・５月】５月２５日（金額 １，５４０円）          

  


